
                             

                            

                            

 

本県では、明治5年（1872）9月29日を「滋賀県誕生の日」としており、今年9月29日にはそれから150

年の節目を迎えます。しかし長らく本県では、この日を滋賀県のはじまりとは位置付けていませんでした。それで

は、滋賀県はいつ誕生したのでしょうか。 

今回の展示では、明治期以来、本県のはじまりはどのように考えられてきたのか、当館が所蔵する歴史公文書を

もとに解き明かします。 



 

 

                            

                            

    

資
料
1-1

の
大
津
裁
判
所
と
は
、
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）

に
近
江
・
若
狭
両
国
の
新
政
府
直
轄
地
を
治
め
る
た
め
に
設
け

ら
れ
た
地
方
行
政
機
関
の
こ
と
で
す
。
明
治
政
府
の
公
式
記
録

で
あ
る
本
資
料
に
は
、
三
月
七
日
に
公
家
の
長
谷
信
篤
が
総
督

（
長
官
）
を
拝
命
し
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
根

拠
は
あ
い
ま
い
で
、
正
確
な
「
拝
任
ノ
日
ハ
知
ル
へ
カ
ラ
ス
」

と
い
う
の
が
実
態
だ
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

そ
の
後
、
同
年
閏
四
月
、
太
政
官
が
全
国
を
府
・
藩
・
県
の

三
治
体
制
に
改
め
た
こ
と
か
ら
、
大
津
裁
判
所
も
廃
さ
れ
、
新

た
に
大
津
県
が
発
足
し
ま
す
。
さ
ら
に
、
明
治
五
年
一
月
、
庁

舎
が
置
か
れ
た
円
満
院
が
滋
賀
郡
別
所
村
に
あ
る
こ
と
か
ら
、

そ
の
郡
名
を
と
り
滋
賀
県
と
改
め
ら
れ
ま
し
た
（
資
料
1-2

）。 

 

滋
賀
県
改
称
時
の
管
轄
地
は
、
近
江
国
の
南
半
分
に
と
ど
ま

り
、
北
部
地
域
は
旧
彦
根
藩
を
前
身
と
す
る
犬
上
県
が
管
轄
し

て
い
ま
し
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
全
国
的
に
府
県
廃
合
が
進
め

ら
れ
、
明
治
五
年
九
月
二
十
八
日
、
太
政
官
は
犬
上
県
を
廃
止

し
て
、
滋
賀
県
と
合
併
さ
せ
る
こ
と
を
、
資
料
1-3

で
滋
賀
県

に
通
知
し
ま
す
。
こ
の
合
併
に
よ
っ
て
、
近
江
国
全
域
が
滋
賀

県
の
管
轄
と
な
り
、
現
在
と
同
じ
県
域
の
滋
賀
県
が
成
立
す
る

こ
と
に
な
る
の
で
す
。 

 

そ
の
翌
日
の
九
月
二
十
九
日
、
太
政
官
は
全
国
の
人
民
に
向

け
て
、
そ
の
旨
を
資
料
1-4

で
布
告
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、

当
時
『
官
報
』
の
役
割
を
果
た
し
た
『
太
政
官
日
誌
』
に
は
、

資
料
1-3

の
太
政
官
達
が
用
い
ら
れ
て
い
た
た
め
、
そ
の
後
の

県
刊
行
物
で
は
、
九
月
二
十
八
日
の
日
付
が
重
視
さ
れ
ま
し
た
。 

1-3「犬上県合併の達」 

明治 5年 9月 28日【明う 151（27）】 

【大お 1-2（9）】 

1-4「犬上県合併の布告」 

明治 5年 9月 29日【明あ 10（97）】 

1-1「大津裁判所総督任命の達」 

明治元年 3月 7日（『太政類典草稿』国立公文書館蔵） 

【大と 8（2）】 

 

 

1-2「県名改称の達」 

明治 5年 1月 19日【明う 152（13）】 



 

 

                            

                            

   

資
料
2-1

の
膳
所
県
と
は
、
近
江
国
南
部
（
現
在
の
大
津
市

域
）
を
中
心
に
領
地
を
も
つ
膳
所
藩
が
、
明
治
四
年
（
一
八
七

一
）
七
月
の
廃
藩
置
県
に
と
も
な
い
、
改
称
し
た
も
の
で
す
。

同
藩
は
、
も
と
も
と
京
都
警
備
等
を
職
務
と
し
て
い
ま
し
た
が
、

幕
末
に
は
財
政
状
況
が
悪
化
し
、
家
臣
を
農
業
に
従
事
さ
せ
る

帰
農
政
策
を
す
す
め
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
明
治
三
年
四
月
に
は
、

膳
所
城
が
「
修
理
の
為
め
連
年
莫
大
な
国
用
を
費
」
す
た
め
廃

城
と
な
り
、
翌
年
七
月
に
廃
藩
置
県
を
迎
え
ま
す
。
同
年
十
一

月
に
は
廃
県
と
な
り
、
大
津
県
に
合
併
さ
れ
ま
し
た
。 

 

近
江
国
南
東
部
（
現
在
の
甲
賀
市
域
）
等
を
治
め
た
水
口
藩

で
は
、
幕
末
以
来
「
勤
王
」
派
の
儒
者
中
村
栗
園
が
藩
の
実
権

を
握
り
、「
草
莽
」
と
呼
ば
れ
る
在
野
の
志
士
た
ち
も
、
盛
ん
に

活
動
し
て
い
ま
し
た
。
維
新
後
も
、
明
治
二
年
八
月
に
知
事
の

「
勤
王
ノ
志
」
を
批
判
し
た
元
入
牢
者
が
、
藩
兵
隊
員
五
名
に

よ
っ
て
斬
殺
さ
れ
る
事
件
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
（
資
料
2-2

）。

藩
命
に
よ
ら
な
い
行
動
で
し
た
が
、
藩
は
「
私
闘
」
で
は
な
く

「
勤
王
ノ
志
気
」
を
鼓
舞
す
る
た
め
だ
っ
た
と
政
府
に
弁
明
し
、

結
局
禁
錮
三
年
で
済
ま
さ
れ
ま
し
た
。 

近
江
国
南
東
部
（
現
在
の
日
野
町
域
な
ど
）
を
治
め
る
西
大

路
藩
で
は
、
維
新
後
の
諸
改
革
が
、
藩
内
に
大
き
な
動
揺
を
与

え
た
と
見
ら
れ
、
藩
庁
の
批
判
や
国
の
政
策
を
論
じ
る
女
性
も

出
て
き
た
よ
う
で
す
（
資
料
2-3

）。
そ
の
た
め
、
明
治
三
年
九

月
、
藩
は
（
女
性
差
別
的
な
考
え
に
基
づ
き
）「
婦
人
ノ
失
言
」

は
家
政
の
不
取
締
が
原
因
だ
と
し
て
、
家
の
主
人
が
厳
し
く
取

り
締
ま
る
よ
う
布
令
を
出
し
て
い
ま
す
。 

2-1『膳所県史』 

明治期【資 423】 

2-4『山上県史』 

明治期【資 426】 

2-2『水口県史』 

明治期【資424】 

2-3『西大路県史』 

明治期【資 425】 

 



 

 

 

                           

          

 

                 

   

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
九
月
に
現
在
と
同
じ
県
域
と
な
っ

た
滋
賀
県
で
す
が
、
そ
の
四
年
後
に
は
再
び
変
化
が
あ
り
ま
し

た
。
明
治
九
年
八
月
、
内
務
省
が
「
統
治
ノ
便
宜
」
の
観
点
か

ら
、
地
勢
の
特
性
を
踏
ま
え
た
大
規
模
な
府
県
廃
合
を
進
め
た

の
で
す
。
こ
の
と
き
、
現
在
の
福
井
県
全
域
を
管
轄
し
て
い
た

敦
賀
県
も
、
交
通
の
難
所
・
木
ノ
芽
峠
を
抱
え
て
お
り
、
そ
の

南
北
で
は
人
情
・
風
俗
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の

た
め
、
同
県
の
廃
止
が
決
ま
り
、
北
部
七
郡
は
石
川
県
に
、
南

部
四
郡
は
滋
賀
県
に
合
併
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
（
資
料

3-1

）。 

 

敦
賀
県
と
の
合
併
に
と
も
な
い
、
日
本
海
有
数
の
良
港
で
あ

る
敦
賀
港
も
、
滋
賀
県
の
管
轄
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
同

港
と
琵
琶
湖
に
面
す
る
塩
津
港
を
結
ぶ
道
路
の
う
ち
、
深
坂
峠

は
交
通
の
難
所
と
し
て
知
ら
れ
、
物
資
の
大
量
輸
送
に
欠
か
せ

な
い
馬
車
や
牛
車
の
往
来
が
困
難
な
状
況
で
し
た
。
そ
こ
で
県

権
令
の
籠
手
田
安
定
は
、
こ
の
道
路
を
改
修
し
て
北
海
道
の
物

産
を
大
坂
ま
で
運
べ
る
よ
う
、
本
資
料
で
内
務
省
に
官
費
の
借

用
を
求
め
ま
す
。
し
か
し
そ
の
翌
月
に
は
、
自
費
を
以
て
起
業

す
べ
し
と
あ
っ
さ
り
断
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
し
た
（
資
料
3-2

）。 

敦
賀
県
と
の
合
併
か
ら
四
年
半
を
経
て
、
再
び
滋
賀
県
の
管

轄
地
が
変
更
と
な
り
ま
す
。
明
治
十
四
年
二
月
七
日
、
太
政
官

か
ら
新
た
に
福
井
県
を
置
く
の
で
、
若
越
四
郡
（
旧
敦
賀
県
域
）

を
引
き
渡
す
よ
う
通
知
が
あ
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
を
受
け
、
県

令
籠
手
田
安
定
は
、
太
政
官
と
内
務
省
に
合
併
反
対
の
建
議
書

を
提
出
し
ま
し
た
（
資
料
3-3

）。
敦
賀
郡
は
木
ノ
芽
峠
を
境
に 

3-1「敦賀県合併の達」 

明治 9年 8月 21日【明あ 85（54）】 

3-4「奉呈建白附録添書」 

明治 14年 3月 18日【明お 76-5（31）】 

3-2「敦賀港大坂間道路修理の義に付上申書」 

明治 9年 9月 27日【明う 21（160）】 

3-3「福井県合併反対の建議」 

明治 14年 2月 13日【明お 76-5（31）】 

【明い 246合本 2（2）】 

 



 

 

 
 

               

        

 

   

              

      

 

      

 

「
地
脈
ヲ
断
絶
」
し
て
い
る
一
方
、
敦
賀
港
と
近
江
国
と
の
関

係
は
大
変
深
く
、「
決
シ
テ
分
割
ス
可
ラ
サ
ル
モ
ノ
」
で
あ
る

と
、
人
民
の
利
害
を
考
慮
す
る
よ
う
求
め
て
い
ま
す
。 

し
か
し
三
月
十
二
日
、
結
局
若
越
四
郡
は
福
井
県
に
引
き
渡

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
一
方
、
四
郡
の
人
民
は
東
奔

西
走
し
て
苦
情
を
訴
え
、
県
か
ら
の
説
諭
も
聞
か
な
い
こ
と
か

ら
、
再
び
籠
手
田
は
追
加
の
建
議
書
を
提
出
し
ま
し
た
。
特
に

そ
の
「
附
録(

ふ
ろ
く)

」
で
あ
る
資
料
3-4

は
、
福
井
に
県
庁
舎

が
置
か
れ
る
と
、
積
雪
の
際
に
交
通

が
遮
断
さ
れ
、
若
越
四
郡
の
人
民
が

大
き
な
不
便
を
こ
う
む
る
と
、
略
図

を
添
え
て
訴
え
て
い
ま
す
。
当
時
は

若
越
四
郡
が
滋
賀
県
に
属
す
る
こ
と

は
「
明
カ
」
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。 

資
料
3-5

は
、
ま
だ
敦
賀
港
が
敦
賀

県
に
属
し
て
い
た
頃
、
同
県
が
作
製

し
た
も
の
で
す
。
作
者
の
林
蕃
は
、
後

に
滋
賀
県
の
嘱
託
を
務
め
、
洪
水
が

多
発
す
る
田
川
・
高
時
川
・
姉
川
の
報

告
書
『
三
河
川
重
要
摘
集
』（
資
394

）

を
著
し
た
人
物
で
す
。
下
の
測
量
図

は
敦
賀
湾
が
描
か
れ
、
朱
書
き
で
沿

岸
部
の
深
さ
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
方
、
上
の
遠
見
図
に
は
、
管
内
の
若

狭
国
は
も
ち
ろ
ん
、
琵
琶
湖
や
近
江

国
の
村
々
が
数
多
く
描
か
れ
て
お
り
、

敦
賀
港
と
近
江
国
の
関
係
の
深
さ
を

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

3-5「敦賀港遠見図（上）」 

  「敦賀港測量図（下）」 

   明治 8年【明へ 76（3）】 



 

 

                            

                       

 

    

   

明
治
八
年
五
月
、
滋
賀
県
は
維
新
以
後
の
沿
革
な
ど
を
と
り

ま
と
め
る
た
め
、
庶
務
課
に
編
輯
掛
を
設
置
し
て
、『
滋
賀
県

史
』
の
編
集
を
始
め
ま
す
。
し
か
し
同
掛
は
、「
立
庁
ノ
日
」
の

時
期
を
い
つ
に
定
め
れ
ば
よ
い
か
、
判
断
が
つ
か
な
か
っ
た
よ

う
で
す
。
同
年
十
一
月
、
①
大
津
裁
判
所
の
設
置
日
（
明
治
元

年
三
月
）、
②
大
津
県
の
設
置
日
（
明
治
元
年
五
月
）、
③
滋
賀

県
改
称
日
（
明
治
五
年
一
月
）
の
い
ず
れ
が
妥
当
か
、
修
史
局

（
太
政
官
の
国
史
編
纂
所
）に
照
会
し
て
い
ま
す（
資
料
4-1

）。

翌
年
三
月
、
同
局
か
ら
は
①
と
の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。 

修
史
局
へ
の
照
会
を
通
じ
て
、
立
庁
の
時
期
は
定
ま
っ
た
も

の
の
、
今
度
は
そ
の
日
付
を
ど
う
確
定
さ
せ
れ
ば
よ
い
の
か
、

編
輯
掛
は
大
い
に
悩
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
県
庁
の
簿
冊
に
は
、

長
谷
信
篤
の
総
督
拝
命
日
が
明
治
元
年
三
月
十
日
、
赴
任
日
が

二
十
三
日
で
あ
る
と
い
う
文
書
以
外
、
関
連
資
料
が
見
当
た
ら

な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
明
治
九
年
五
月
、
再
び
修
史
局
に
照
会

し
た
と
こ
ろ
、
長
谷
総
督
拝
命
日
の
三
月
七
日
と
定
め
て
い
る

と
の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
が
、
結
局
編
輯
掛
は
、
長
谷
赴
任
日

の
三
月
二
十
三
日
を
選
択
し
て
い
ま
す
（
資
料
4-2

）。 

 

県
史
編
集
事
業
を
通
じ
て
、
滋
賀
県
の
立
庁
日
は
、
明
治
元

年
三
月
二
十
三
日
と
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
明
治
二
十
三
年
九
月

に
県
内
務
部
が
刊
行
し
た
資
料
4-3

も
、
基
本
的
に
そ
の
見
解

を
踏
襲
し
て
い
ま
す
。
当
時
滋
賀
県
と
は
、
あ
く
ま
で
行
政
機

構
の
こ
と
を
指
し
、
地
名
と
し
て
は
旧
国
名
の
近
江
国
も
浸
透

し
て
い
ま
し
た
。
た
び
た
び
変
更
さ
れ
る
県
域
は
そ
れ
ほ
ど
重

視
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

4-1「立庁日に係る修史局への照会」 

明治 8年 11月 15日【明あ 246-1（8）】 

4-4『滋賀県史』4巻（最近世） 

昭和 3年 3月 25日（当館蔵） 

4-2『滋賀県史』1（府県史料） 

明治期【資 61】 

4-3『滋賀県沿革略誌』 

明治 23年 9月 18日【明お 69（1）】 

【明い 246合本 2（2）】 

 



 

 

                            

                            

    

明
治
維
新
か
ら
百
年
を
迎
え
る
頃
、
新
た
な
県
史
（
昭
和
編
）

を
編
さ
ん
す
る
構
想
が
持
ち
上
が
り
ま
す
。
資
料
5-1

に
よ
れ

ば
、
昭
和
四
十
年
（
一
九
六
五
）
頃
に
県
上
層
部
か
ら
編
さ
ん

の
指
示
が
あ
り
、
翌
四
十
一
年
九
月
か
ら
事
業
に
着
手
し
た
よ

う
で
す
（
編
さ
ん
規
定
は
四
十
二
年
四
月
施
行
）。
当
初
は
三

か
年
の
予
定
で
、
明
治
百
年
に
あ
た
る
昭
和
四
十
三
年
度
の
刊

行
を
目
指
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
後
六
か
年
計
画
と
な
り
、

昭
和
四
十
七
年
九
月
が
「
滋
賀
県
置
百
年
」
に
あ
た
る
こ
と
か

ら
、
そ
の
記
念
事
業
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
ま
し
た
。 

 

県
史
編
さ
ん
の
代
わ
り
に
、
明
治
百
年
記
念
事
業
に
位
置
づ

け
ら
れ
た
の
が
、
資
料
5-2

の
作
成
で
し
た
。
明
治
元
年
か
ら

昭
和
四
十
三
年
ま
で
の
県
内
と
全
国
の
主
な
出
来
事
が
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
頃
に
は
、
犬
上
県
と
合
併
し
た
明

治
五
年
九
月
が
「
滋
賀
県
置
」
の
時
期
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、

現
在
の
県
域
で
あ
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

「
滋
賀
県
誕
生
の
日
」
が
確
定
す
る
の
は
、
昭
和
四
十
七
年

の
県
政
百
年
記
念
式
典
の
準
備
過
程
に
お
い
て
だ
っ
た
よ
う

で
す
（
資
料
5-3

）。
同
年
一
月
、
県
は
既
に
記
念
式
典
を
実
施

し
た
岡
山
県
や
茨
城
県
な
ど
に
資
料
照
会
を
し
て
い
ま
す
が
、

式
典
日
は
九
月
二
十
九
日
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
の

刊
行
物
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
滋
賀
県
誕
生
の
日
」
が
定
着
し

て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
（
資
料
5-4

）。
こ
の
よ
う
に
、
県
の

記
念
日
は
時
代
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
方
が
あ
り
ま
し

た
。「
県
政
一
五
〇
周
年
」
を
迎
え
る
現
在
、
改
め
て
そ
の
意
味

を
考
え
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 

5-3「県政百年記念式典開催要綱」 

昭和 47年 8月【昭 05-22（29）】 

5-2『滋賀県百年年表』 

昭和 46年 3月 20日（当館蔵） 

5-1「県史編さんの記者発表関連資料」 

昭和 42年 9月 1日【昭 05-81（9）】 

5-4『滋賀県百年のあゆみ』 

昭和 47年 9月（当館蔵） 



 

 

                

【展示関連年表】    

西暦 元号 月 日 出来事 図録 

1868 明治元 

3 7 長谷信篤が大津裁判所の総督に任命される（10日の資料もあり） 1-1 

3 23 長谷信篤が大津裁判所に赴任する（滋賀県の立庁日） 4-2 

閏 4 28 大津裁判所が廃され、新たに大津県が置かれる   

1869 明治 2 8 - 水口藩元入牢者前田平兵衛が斬殺される 2-2 

1871 明治 4 

7 14 膳所藩等が廃され、新たに膳所県等が置かれる（廃藩置県） 2-1 

11 22 近江国諸県が合併し、大津県・長浜県となる   

12 - 県名改称の要望書を大蔵省に提出する   

1872 明治 5 

1 19 大津県が滋賀県と改称する 1-2 

2 27 長浜県が犬上県と改称する   

9 28 犬上県合併の達が出される（近江国全域が滋賀県の管轄となる） 1-3 

9 29 犬上県合併の布告が出される（滋賀県誕生の日） 1-4 

1875 明治 8 

5 13 庶務課に編輯掛を設置する（府県史料『滋賀県史』の編集）   

11 15 立庁日に係る修史局への照会を行う 4-1 

- - 敦賀港遠見図・測量図が作製される 3-5 

1876 明治 9 
8 21 敦賀県合併の達が出される（若越 4郡が滋賀県の管轄となる） 3-1 

9 27 敦賀県港大坂間道路修理の義に付上申書を内務省に提出する 3-2 

1881 明治 14 

2 7 福井県新置の達が出される（若越4郡が福井県の管轄となる）   

2 13 福井県合併反対の建議を太政官と内務省に提出する 3-3 

3 18 福井県合併反対の追加建議を太政官と内務省に提出する 3-4 

1890 明治 23 9 18 『滋賀県沿革略誌』を作成する 4-3 

1918 大正 7 12 - 滋賀県会で県誌編さん予算が可決される   

1928 昭和 3 3 25 『滋賀県史』4巻（最近世）を刊行する 4-4 

1966 昭和 41 9 - 滋賀県史編さん室を設置する 5-1 

1971 昭和 46 3 20 『滋賀県百年年表』を刊行する 5-2 

1972 昭和 47 
9 29 県政百年記念式典を開催する 5-3 

9 - 『滋賀県百年のあゆみ』を刊行する 5-4 
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